
   市中心部のクラウドファンディング活用支援事業実施要綱 

平 成 30 年 ６ 月 １ 日 

要 綱 第 6 3 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，三原市が，ガバメントクラウドファンディングを

活用して地域の賑わいづくり事業を行う者を支援し，その事業を通し

て魅力ある市中心部として注目され，活動人材・団体の地域の賑わい

づくり事業を発展・継続させるため，支援事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし，その交付に関しては，三原市補助金

等交付規則（平成１７年三原市規則第５６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

に定めるところによる。 

  (1) エリア 市中心部の地域であって，別表で示すものをいう。 

(2) 活動人材・団体 エリア内で，空き家，空き店舗，景観，特産品

等の地域資源を活用し，地域の賑わいづくり事業を行う個人及び

団体をいう。 

(3) ガバメントクラウドファンディング 三原市が活動人材・団体が

実施する事業を具体的に示し，その事業に共感した者からウェブ

サイト等を通じて，寄附を募るものをいう。 

(4) クラウドファンディング運営事業者 ふるさと納税サイトの運営

事業者であって，市長から委託を受けたものをいう。 

(5) クラウドファンディング支援事業者 活動人材・団体が地域の賑

わいづくり事業の内容をふるさと納税サイトに掲載するために，

必要な支援を行う事業者であって，市長から委託を受けたものを

いう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する

事業とする。 



(1) エリア内の賑わいづくりにつながるものであること。 

 (2) エリア内の魅力を高めるものであること。 

 (3) 寄附金が目標金額に達しない場合でも実施するものであること。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は，活動人材・団体の事業の実施に要する経費と

する。ただし，当該経費で国，県その他の機関等から補助金，負担金

その他これらに類するもの（以下「補助金等」という。）の交付を受

けた場合においては，当該経費から補助金等の金額に相当する額を控

除した額を補助対象経費とする。 

２  前項の規定にかかわらず，次に掲げる経費は補助対象経費としない。 

 (1) 飲食費 

 (2) 前号に掲げるもののほか，市長が適切でないと認める経費 

（申請手続等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする活動人材・団体は，次の各号に

掲げる書類により，市長に申請しなければならない。 

(1) 市中心部のクラウドファンディング活用支援事業申請書（様式第

１号） 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 収支予算書（様式第３号） 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

２  市長は，前項の規定による申請があった場合は，その申請の内容を

審査の上，適当と認めるときは，市中心部のクラウドファンディング

活用支援事業決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するもの

とする。 

３  前項の場合において，市長が必要と認めるときは，金融機関等の専

門機関の意見を聴取できるものとする。 

（ガバメントクラウドファンディングの実施） 

第６条 市長は，クラウドファンディング運営事業者及びクラウドファ

ンディング支援事業者に対し，前条第２項の規定により決定を受けた

活動人材・団体（以下「補助対象者」という。）の事業内容及び目標

金額に関する情報を提供する。 



２ 補助対象者は，ふるさと納税サイトに掲載する事業内容について，

クラウドファンディング支援事業者と協議し，その協議内容を市長へ

提出する。 

３  市長は，前項の規定により提出された協議内容を審査して適当と認

めるときは，当該協議内容をクラウドファンディング運営事業者へ提

供し，当該事業者が運営するウェブサイト（以下「ウェブサイト」と

いう。）に掲載することで，ガバメントクラウドファンディングを実

施する。 

４  寄附の申込みをしようとする者（以下「寄附者」という。）は，ウェ

ブ サ イ ト 又 は 三 原 市 ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 寄 附 申 込 書

（様式第５号）により手続を行うものとする。 

５  寄附者からの寄附金の納付は，次のいずれかの方法によるものとす

る。 

(1) ウェブサイトでのクレジット決済による納付 

(2) 振込取扱票等による納付 

６  クレジット決済による寄附金を取り扱う事業者は，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項に定める指定代理納付

者（以下「指定代理納付者」という。）として寄附金を三原市に納付

する。 

７  市長は，寄附者から寄附を受けるときは，第８条第１項に規定する

個 人 情 報 の 提 供 及 び 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 寄 附 金 等 の 取 扱 い に

ついて，あらかじめ寄附者から同意を得るものとする。 

 （寄附金受領証明書） 

第７条 市長は，クレジット決済による寄附を受け，指定代理納付者か

ら 当 該 寄 附 金 が 納 付 さ れ た と き は ， 当 該 寄 附 者 へ 寄 附 金 受 領 証 明 書

（様式第６号）を交付するものとする。三原市の指定口座への振込み

による納付のときも，同様とする。 

（寄附者の個人情報の提供） 

第８条 市長は，寄附者から寄附金を受領したときは，寄附者の住所，

氏 名 及 び 連 絡 先 を 補 助 対 象 者 及 び ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィ ン グ 運 営 事 業

者に対して提供する。 



２ 補助対象者は，市長から提供された当該個人情報について，寄附に

対する礼状の送付，返礼品の進呈，事業及び補助金返還の報告以外の

目的での利用並びに第三者への提供を行ってはならない。 

（寄附金の使途） 

第９条 寄附金は，第１３条第２項の規定に該当する場合を除き，補助

金の財源に充てるものとする。 

 （補助金の交付） 

第１０条 補助金は，ガバメントクラウドファンディングにより市長が

受領した補助対象者の各事業に対する寄附金の額を上限とする。ただ

し，寄附金が目標金額に達しない場合は，５０万円を上限として，目

標 金 額 か ら 寄 附 金 を 差 し 引 い た 額 の ２ 分 の １ の 額 を 補 助 金 に 上 乗 せ

して交付する。 

（補助金の取消し） 

第１１条 市長は，規則第２０条第１項に規定するもののほか，補助対

象事業を休止し，又は廃止したときは，補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 （報告義務） 

第１２条 規則第２１条の規定により補助金の返還を求められた補助対

象者は，寄附者に対して報告を行わなければならない。 

 （寄附金等の取扱い） 

第１３条 第６条第４項の規定により納付された寄附金は，地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第３７条の２第１項第１号及び第３１４条

の２第１項第１号の規定に基づく寄附金税額控除の対象とする。 

２  第１１条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって

も，納付された寄附金又は返還された補助金は，三原市みはらふるさ

と夢基金条例（平成２０年三原市条例第３８号）に規定する寄附金と

して歳入する。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，市中心部のクラウドファンデ

ィング活用支援事業の実施に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

 



   附  則  

 この要綱は，平成３０年６月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

 

市中心部エリア対象地域 

館町 

城町 

本町 

港町 

円一町 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

三 原 市 長 様 

               

（申請者） 郵便番号    （    －    ） 

住所又は所在地                  

氏名又は 

団体名・代表者名                             ㊞ 

電話番号     （    －    －    ） 

メールアドレス                  

 

市中心部のクラウドファンディング活用支援事業申請書 

 

市中心部のクラウドファンディング活用支援事業実施要綱第５条の規定に基づき，

次のとおり申請します。 

 

１ 事業名 

                           

２ 事業概要 

                           

３ 実施場所 

                           

４ 全体事業費 

                           円  

 

≪添付書類≫ 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） その他市長が必要と認めるもの 



 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

 

事 業 計 画 書 

    

                                                                氏名又は団体名                  ㊞ 
    

事業名  

事業の目的 

（解決したい課題又はその事業を行う必要性を記入してください。また，その事業が市中心部の

賑わいづくりに資する理由も記入してください。） 

 

 

 

 

 

具体的な事業内容 

（より詳細な事業内容を記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

事業で達成したい

目標値及び成果 

（事業を実施して得られる成果を記入してください。また，具体的な数値目標があれば記入して

ください。） 

 

 

 

 

 

 

実施スケジュール 

（補助金交付決定後，事業開始から終了までのスケジュールを記入してください。） 

実施月 内容 

  

  

  

  

  



 

 

寄附金の目標金額 

（目標金額は 100 万円以上としてください。） 

万円 

目標金額の 

設定理由 

 

 

目標金額まで集ま

らなかった場合の

事業の進め方 

（事業計画の縮小や自己資金の投入など，事業を実施するための方法を記入してください。） 

 

 

 

寄附を募る 

ターゲット層 

（例：○○に興味のある市民・市出身者など） 

 

 

寄附金の募集期間 

（最長 90 日間となります。） 

日間程度 

寄附者への 

報告方法 

（書類の送付やメールを利用した報告など，事業の進捗状況等の報告方法について具体的に記入

してください。） 

 

 

 

お礼の品の有無 
☐ 有 

☐ 無 

お礼の品の概要 

（お礼の品がある

場合） 

 

 

寄附金の募集終了 

タイプ 

☐ 期間終了型（目標金額達成に関係なく，定めた期間内は募集を継続） 

☐ 金額達成型（目標金額が達成次第，募集を終了） 

当該補助金以外の

補助金等の有無 

☐ 有 

☐ 無 

有の場合，補助金，交付金等の名称及び補助金額 

         円 

事業の継続に 

向けた取組 

（事業を継続して行うために取り組むこと，計画していることを記入してください。） 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係）

〔収入〕

1 自己資金

2 借入金

3 市支援事業補助金

4 その他補助金

5

6

7

8

9

10

合計

〔支出〕

全体
うち市支援事業

補助金分
全体

うち市支援事業
補助金分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合計

（注）事業実施に係る予算額を記入してください。
 　　〔収入〕合計金額と〔支出〕全体の合計金額が同額になるように記入してしてください。　 〔収入〕合計金額と〔支出〕全体の合計金額が同額になるように記入してください。
 　　〔収入〕市支援事業補助金と〔支出〕市支援事業補助金分の合計金額が同額になるように記してください。　 〔収入〕市支援事業補助金の予算額と〔支出〕市支援事業補助金分の合計金額が同額になるように記入してください。
　　 〔支出〕予算額は，全体と市支援事業補助金分は区別して記入してください。　 〔支出〕予算額は，全体と市支援事業補助金分は区別して記入してください。

収　支　予　算　書

予算額（収入の積算)（円） 説明

ガバメントクラウドファンディング

区分

説明予算額（支出の積算）（円）
区分



様式第４号（第５条関係） 

 

 

第       号 

  年   月   日 

 

           様 

 

三 原 市 長  

 

 

市中心部のクラウドファンディング活用支援事業決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった市中心部のクラウドファンディング活

用支援事業による支援を受けることについて，市中心部のクラウドファンディング活

用支援事業実施要綱第５条の規定に基づき，次の事業に対して支援することを決定し

ましたので通知します。 

 

 

 １ 対象事業名 

 

 

 ２ 支援条件は次のとおりとします。 

(1) より多くの共感を得られる事業にするため，工夫を凝らすとともに，その 

事業を地域の賑わいづくりにつなげること 

(2) 寄附金が目標金額に達しない場合でも事業を実施すること 

(3) 事業の進捗状況及び事業完了について寄附者へ報告すること 



様式第５号（第６条関係） 

 

  年  月  日  

三 原 市 長 様 

 

  （寄附申込者） 郵便番号 (    －     )       

住 所                   

ふりがな                   

氏 名                   

電話番号 (     －    －     ) 

 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                   

 

三原市ガバメントクラウドファンディング寄附申込書 

 

次のとおり寄附したいので申し込みます。 

 

１ 事 業 名                          

２ 寄附金額           金            円 

３ 返礼品（※返礼品がある場合のみご記入ください。）   

                    

４ 返礼品のお届け先 

（※上記寄附申込者と異なる住所に希望される方のみご記入ください。） 

(1) 郵便番号  (    －     )  

(2) 住 所                    

(3) ふりがな                    

(4) 氏 名                    

(5) 電話番号  (     －    －     ) 

５ 寄附金税額控除に係る申告特例（ワンストップ特例） 

特例の申請書をご要望の方はチェックをして下さい。 

□ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する。 

６ 申込前の同意事項（※必ずご確認の上，お申込みください。） 

(1) 三原市が寄附金の取扱いに必要なため，個人情報を使用すること。 

(2) 活動人材・団体がお礼状・返礼品の送付及び事業報告を行うために，三原市が

寄附者の住所，氏名及び連絡先を活動人材・団体に提供すること。 

(3) 活動人材・団体の事業が実施困難となった場合，寄附金については，三原市「み

はらふるさと夢基金」として取り扱うこと。その際には，みはらふるさと夢基金

を財源として実施する「三原市の夢ある発展のための事業」に活用すること。 

 



様式第６号（第７条関係） 

 

 

 

寄附金受領証明書 

 

 

住 所 

 

氏 名           様 

 

 

   金          円 

 

 

上記の金額を三原市が行うガバメントクラウドファンディングに係るふるさと納税

寄附金として    年中（    年１月１日から    年１２月３１日まで）に

受領いたしました。 

 

 

  年  月  日 

 

 

                    三原市長  天 満 祥 典 

 

 

 ※ この寄附金は，所得税及び住民税の控除対象となります。 

 
（注 1） 所得税の寄附金税額控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けよう

とする場合は，所得税の確定申告書の提出が必要です。本証明書を添付し，所轄
の税務署へ確定申告書を提出してください。 

（注 2） 地方税法附則第 7 条第 1 項及び第 8 項の規定による寄附金税額控除に係る申
告特例（ふるさと納税ワンストップ特例制度）の適用を受ける場合は，所得税か
らは控除されず，その分を含めた控除額の全額が，翌年度の住民税から控除され
るため，所得税の確定申告書の提出は不要です。 

    ただし，地方税法附則第 7 条第 6 項及び第 13 項の各号のいずれかに該当する
場合には，上記の申告特例の適用は受けられなくなり，所得税の確定申告書の
提出が必要となります。 

 

     この証明書は，確定申告に必要ですから大切に保管してください。   


